
仕 様 書 

 

１．件  名  

西棟空調機更新工事 

 

２．工事場所  

東京都八王子市南大沢四丁目５番地 

一般財団法人 救急振興財団 救急救命東京研修所 西棟 

 

３．工事期間 

契約日から令和９年２月２８日まで 

※当研修所の業務および研修に支障を来さぬよう、事前に担当課と協議す

ること。 

 

４．工事内容 

  室外機設置場所が、西棟１階建物脇各系統、西棟３階屋上系統、西棟７階 

各系統の空調機について、メーカー指定同等能力の機器に更新する。 

なお、詳細は、仕様書 2「既存機器一覧」及び「工事内訳書」のとおり。 

（１）既存機器の撤去・廃棄 

   室外機 20台 

   室内機 71台 

   他これらに付属する部材 

（２）新規機器の設置及び取り付け調整（既存機器と同等の機器であること） 

   室外機 20台 

   室内機 71台 

（３）中央監視装置との信号結線及び調整（研修所が指定する業者へ手配する

こと） 

（４）外観の点検及び試運転 

 

５．作業条件 

（１）作業時間は、原則として９：００～１７：００までの間とする。時間外

での作業が必要な場合は、別途協議するものとする。 

（２）受注者は、契約締結後、現場責任者を選定し、工程表を作成して担当者

に提出すること。また、受注者は、着工前に現場調査を行い、その結果を

もとに工程表及び施工要領書を作成し、担当者に提出すること。 

（３）施工の際に研修所の建物・機械その他在来部分等で汚損又は破損の恐れ



がある箇所については、適正な養生を行うこととし、施工の際に破損又は

汚損した場合は、速やかに担当者に報告し、受注者の責において現状復旧

すること。 

（４）作業中は、安全に万全を期すこととし、受注者側の責による物損・人身

事故が発生した場合は、受注者側の責により対処すること。また、事故が

発生した場合は、速やかに担当者へ報告するとともに、適正な処置を講ず

ること。 

（５）作業に必要となる電気及び水道は、施設内の指定された場所の設備を使

用することとし、費用は研修所が負担する。 

（６）作業に当たって車輌や物資等を一時的に研修所の敷地内に存置する場合

は、あらかじめ担当者の了承を得ることとし、担当者の指定する場所に存

置するとともに、事故防止のために適切な養生を行うこと。 

（７）本件において発生した廃棄物は、受注者の責により適切に処分するこ

と。 

 

６．完成検査及び報告 

（１）検査については、作業完了後に担当者の検査を受けること。 

（２）前項の検査において、契約の内容に適合しない場合は、担当者が指示す

る期間内に修復するものとし、修復後、再度担当者の検査を受けること。 

（３）受注者は、第１項の検査に合格した後、担当者に下記書類等を提出する

こと。 

  ・業務完了届出書（施工写真含む） 

  ・保証書 

  ・その他研修所担当者が指示するもの 

 

７．契約不適合責任 

  受注者は、本件業務後１年以内に故障等が発生した場合は、担当者の指示

により、無償にて不良箇所の修理を行うこと。 

 

８．その他 

本仕様書に定めのない事項又は本件業務の遂行上疑義が生じた場合は、担

当者と協議のうえ決定するものとする。 

 

９．担当課 

東京都八王子市南大沢四丁目５番地 

一般財団法人 救急振興財団 救急救命東京研修所 総務課 

（担当：森脇 TEL 042-675-9945・FAX 042-677-9955） 

 


